
島原市報道資料

平成３０年１０月３１日

報道関係者　各位

理由
島原市入札参加資格
者指名停止の措置基
準第２条第２項［別
表第２第１０項（不
正又は不誠実な行
為）］該当

　平成３０年１１月２９日まで　１ヶ月間
指名停止の期間

(株)奥村組の使用人（現場工事所長）が、東北地方整備
局発注の工事において、工事現場内でクレーンの転倒事
故が発生したにもかかわらず労働基準監督署へ事故報告
を行わなかったこと及び臨時検査において虚偽陳述をし
たことから、平成３０年３月９日に労働安全衛生法違反
の容疑で書類送検されたため

このことについて、下記のとおり指名停止を行いましたので、お知らせします。

不正行為を起こした有資格業者の指名停止について

記

指名停止の業者名
(株)奥村組　九州支店

北九州市八幡東区山王２－１９－１

　平成３０年１０月３１日から

有明海にひらく湧水あふれる 火山と歴史の田園

担当： 島原市 契約管財課

契約検査班 酒井
電話：0957-63-1111（内線263）

E-mail：keiyaku@city.shimabara.lg.jp

島原守護神 しまばらん


